
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道州制道州制道州制道州制での医療制度での医療制度での医療制度での医療制度のあり方のあり方のあり方のあり方（イメージ（イメージ（イメージ（イメージ例例例例））））    

介護 

医療機関医療機関医療機関医療機関    

介護施設・介護施設・介護施設・介護施設・    

サービス事業者サービス事業者サービス事業者サービス事業者    

介護 

 

患者（被保険者）患者（被保険者）患者（被保険者）患者（被保険者）    

        市町村市町村市町村市町村                

国国国国                

許認可 

指導･監督 等 

 

自治会・自治会・自治会・自治会・NPONPONPONPO    

ボランティア等ボランティア等ボランティア等ボランティア等    

○医療・保険制度の基本的な枠組みの設定 

（医師法、医療法、国民健康保険法等の策定など） 

○医療に係る基本方針の決定（医療計画、医

療費適正化に係る基本方針等） 

○診療報酬、病床規制、医師の養成、施設・

運営等の基本的な基準の設定 

○地域間の医療格差の是正    等 

 

【【【【役割】役割】役割】役割】医療医療医療医療等の供給等の供給等の供給等の供給に係る基本的な方針のに係る基本的な方針のに係る基本的な方針のに係る基本的な方針の

決定や制度の運営決定や制度の運営決定や制度の運営決定や制度の運営    

        道州道州道州道州                    

【役割】【役割】【役割】【役割】医療供給医療供給医療供給医療供給体制の確保体制の確保体制の確保体制の確保    

○医療計画等の策定（三次（＋α）・二次医 

療圏）と医療供給体制の確保 

 →→→→医療機関の高度化、広域的かつ効率的な 

配置・連携等の推進 

 

○診療報酬額、医大定数設定、病床数等の 

地域の実情を踏まえた独自加減算 

 →→→→地域の実情を反映した適正な医師配置、 

医療基盤の整備 

 

○国民健康保険・後期高齢者医療を所管 

※又は都道府県単位の市町村連合で所管    

→→→→市町村間格差の是正、財政運営の最適化 

等 

 

【役割】【役割】【役割】【役割】住民に身近な在宅住民に身近な在宅住民に身近な在宅住民に身近な在宅医療・医療・医療・医療・介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス

などの供給体制の確保などの供給体制の確保などの供給体制の確保などの供給体制の確保    

○介護保険を所管 

 

○介護計画等の策定 

 

○一次医療圏におけるプライマリ・ケアと 

介護サービスの連携の推進 

 

○介護予防、健康増進、生活支援事業の実施 

等 

連携・支援 

連携・支援 

在宅介護事業者の 

許認可、指導･監督等 

※介護入所施設につい 

ては、道州が所管 

地域の実情地域の実情地域の実情地域の実情    

に応じた医療に応じた医療に応じた医療に応じた医療    

体制の確保体制の確保体制の確保体制の確保    

地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケア    

体制の確保体制の確保体制の確保体制の確保    

医療診療 

介護サービス 

生活支援 

 

介護予防 

保険料 

（国保・後期 

高齢者医療） 

保険料 

（介護） 

【前提条件】国は基本的な方針を決定し、道州は主として医療提供体制を構築（国民健康保険や後期高

齢者医療保険の運用も含む）する役割、市町村は住民に身近な在宅介護サービスの供給体

制を構築する役割を担う。地方は国の基本方針を参考に地域の実情を踏まえた弾力的な制

度運用を可能とする。 

 

 

全国一律による取り決

めから地域の実情を踏

まえた弾力的な運用を

可能に。 

※医療機関の機能

に応じて役割の

分担を推進 

 

 

地域包括ケア体制の確

保に係る市町村の役割

を強化。国や道州は必

要な支援等を実施。 

 

 

 

国の役割は基本的な

枠組みの設定にとど

め、道州が自律的に

地域の実情に応じた

計画を策定。 

 

資料２－５ 


